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地方独立行政法人加古川市民病院機構役員報酬規程 

 

平 成 2 3 年 ４ 月 １ 日 

規 程 第 ３ 号 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法人」という。）の理事長、副

理事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 (定義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 職員 地方独立行政法人加古川市民病院機構職員就業規則の適用を受ける職員をいう。 

(2) 職員兼務役員 職員業務を兼務する常勤の役員をいう。 

(3) 常勤役員 常勤の役員であって、職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員以外の者をいう。 

(4) 非常勤役員 非常勤の理事及び監事をいう。 

(5) 非常勤職員 地方独立行政法人加古川市民病院機構非常勤職員就業規則の適用を受ける職員

をいう。 

(6) 非常勤職員兼務役員 非常勤職員業務を兼務する常勤の役員をいう。 

 

(役員の報酬等) 

第３条 常勤役員には、給料、通勤手当及び業績手当を支給する。 

２ 非常勤役員には、非常勤役員手当を支給する。 

３ 職員兼務役員には、地方独立行政法人加古川市民病院機構職員給与規程（以下「給与規程」とい

う。）又は地方独立行政法人加古川市民病院機構医師給与規程（以下「医師給与規程」という。）の

規定により計算される給与のほか、役員の報酬として第8条に定める役員手当を支給する。 

４ 非常勤職員兼務役員には、地方独立行政法人加古川市民病院機構非常勤職員給与規程（以下「非

常勤職員給与規程」という。）の規定により計算される給与のほか、役員の報酬として第8条に定め

る役員手当を支給する。 

 

(報酬の支給日) 

第４条 職員兼務役員及び常勤役員の報酬の支給日は、給与規程又は医師給与規程の例による。 

２ 非常勤役員の報酬の支給日は、理事長が別に定める。 

３ 非常勤職員兼務役員の報酬の支給日は、非常勤職員給与規程の例による。 

 

(給料) 

第５条 常勤役員の給料の額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 理事長 月額 900,000 円 

(2) 前号以外の者 月額 900,000 円以下で理事長が定める額 

 

 

 (常勤役員の通勤手当) 

第６条 常勤役員の通勤手当の支給額及び支給方法については、給与規程又は医師給与規程の例によ

る。 

 

（業績手当） 

第７条 業績手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職す

る常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡によりその職を離れた

者についても同様とする。 

２ 業績手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡

による離職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額に当該給料の月額に100

分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては、100分の187.5、12月に支

給する場合においては、100分の202.5を乗じて得た額とする。 
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３ 前項の業績手当の額を定めるに当たっては、地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会が

行う業績評価の結果、法人の経営状況その他役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案す

るものとし、同項の規定による業績手当の額の100分の20の範囲内で、理事会で決定する割合によ

りこれを増額し又は減額することができるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、業績手当の支給方法については給与規程に定める期末手当の例によ

る。 

 

（役員手当） 

第８条 職員兼務役員及び非常勤職員兼務役員の役員手当の額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 理事長 月額 200,000円 

(2) 副理事長 月額 100,000円 

(3) 理事 月額 50,000円 

 

(非常勤役員の報酬) 

第９条 非常勤役員手当の額は、日額 30,000円とする。 

２ 非常勤の役員には、前項に定める額のほか、当該役員の勤務日数に応じ、通勤に要する費用の相

当額を支給する。 

 

（退職手当） 

第10条 役員に対する退職手当は、これを支給しない。ただし、職員兼務役員には、職種に応じて地

方独立行政法人加古川市民病院機構職員退職手当規程または、地方独立行政法人加古川市民病院機

構医療技術職、看護職、事務職退職手当規程（以下「退職手当規程」という。）を適用し（職員か

ら引き続き職員兼務役員たる理事長又は副理事長となった者については、職員兼務役員就任後も退

職手当規程を適用する。）退職手当を支給するほか、職員兼務役員、非常勤職員兼務役員又は常勤

役員のうち役員としての在任中に特に功労があった者に対しては、特別に功労金を支給することが

ある。 

２ 前項の功労金の支給額は、基準額を上限に当該役員の功労に応じ理事会が決定する。 

３ 前項に定める功労金の基準額は、役員の在籍期間の月数（任期ごとの月数が48月（理事にあって

は24月）を超えるときは，48月（理事にあっては24月））に50,000円を乗じて得た額とする。 

 

（旅費） 

第11条 役員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、地方独立行政法人加古川市民病院機構旅費規程の定め

るところによる。 

 

(準用) 

第12条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬の支給方法については、職員又は非常勤職員の例

による。 

 

(補則) 

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

（制定及び改廃） 

第14条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決裁による。 

 

附 則 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 23年規程第 59号） 

この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 24年規程第 10号） 

この規程は、平成 25 年 4月 1 日から施行する。 
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   附 則 

この規程は、平成 27 年 10 月 1日から施行する。 

 


